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・ ①から⑤までの類型に該当する場合は、「正当な理由」が認められる。

・これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して、
「正当な理由」の有無を判断する。

① 相続人が極めて多数に上る場合
② 遺言の有効性等が争われる場合
③ 重病等である場合
④ ＤＶ被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合

（「正当な理由」が認められる類型）

４

相続登記の申請の義務化
「正当な理由」の具体的内容
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相続登記の申請
義務違反を把握

登記官 相続人

義務の履行
を催告

正当な理由なく
申請をしなかった場合

過料事件の
通知

要件に該当するか否
かを判断し、過料を科
する旨の裁判をする催告に応じて

申請をした場合
過料事件の
通知はされない

・ 登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知
（過料通知）は行わず、あらかじめ申請義務を負う者に催告を実施

・ 催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行わない。
（手続のイメージ）

５

申請義務違反があった場合の手続



・ 施行日（R6.4.1）前に相続が発生していたケースで
も、未登記であれば、相続登記の申請義務が課される
※ 申請義務の履行期間は、施行前からスタートしないよう配慮。
R9.3.31までに履行が必要。

６

既に相続が発生している場合



相続人が申請義務を簡易に履行することができるように
する観点から、
① 登記簿上の所有者につき相続が開始したこと
② 自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものと
みなす制度（登録免許税は非課税）
（※）登記官は、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に記録
相続人申告登記の申出手続は、相続登記の申請手続と比較して、簡略化したもの
⇒ ただし、効果が限定的で、暫定的（当面の）対応になる

相続人申告登記の新設（R6.4.1～）

７
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○相続人申告登記の見本（一例）

８



相続人申告登記を記載した登記事項証明書には、「「登記の目的欄」に「相続人申告」
と記載されている登記は、所有権の登記名義人（所有者）の相続人からの申出に基づき、
登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係
を公示するものではない。」と記載される。
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○相続人申告登記の見本（一例）
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